
 

 

飛騨市まちの元気応援事業 

令和６年度事業 募集要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年４月 



１．事業趣旨 

 飛騨市まちの元気応援事業は、市民等が主体となる地域づくりを推進するため、市内

で実施される「まちを元気にする活動」と「商品の開発」に対し、経費の一部を市が助

成する制度です。令和４年度までは「飛騨市小さなまちづくり応援事業助成金」として

運用していましたが、名称を変更し「飛騨市まちの元気応援事業助成金」として令和５

年４月より新たにスタートしました。  

当該事業を通じて、各団体等の取り組みを市内外に周知することで、活動の輪が広が

り、市内のまちづくりに係る取り組みが活性化することを期待しています。  

 

２．助成対象者  

  以下の要件を全て満たす法人、団体、個人等。  

   ア 活動拠点が市内にあること  

イ 市税等を滞納していないこと  

ウ 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体等ではないこと  

   エ 暴力団や暴力団員の統制下にある団体及び個人ではないこと  

 

３．助成金の区分（部門）  

  以下の３部門とします。  

 （１）まちの元気支援部門  

 （２）まちの元気ステップアップ支援部門  

 （３）新商品開発チャレンジ部門 

 

４．対象事業、対象経費、助成額  

  別表のとおりです。なお、助成額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り

捨てた額とします。  

 

５．募集期間 

  令和６年４月より随時申請可能です。 

 

 



別表 

 

助成金

の区分 

助成対象事業 助成対象経費 助成額 

ま ち の

元 気 支

援部門 

まちの元気を創出

する事業で、次の

いずれにも該当し

ない事業 

⑴ 専ら営利を目

的とした事業 

⑵ 特定の団体及

び個人の直接的

な利益を目的と

した事業 

助成事業を適切に実施するために必要な経費

の総額から当該事業に関する収入（国、県又

は財団等からの補助金、売上金、寄附金等を

いう。）を除いた額とする。ただし、下記に該

当する経費は、助成対象経費から除くものと

する。 

⑴ 助成対象者の経常的な管理運営費 

⑵ 他の目的に転用できる備品の購入費 

⑶ 慰労又は懇親目的に要する食糧費及び団

体構成員に対する人件費、謝礼等 

⑷ 施設の改修、修繕等の経費 

⑸ 宗教性を有する又は信仰の対象となる物

又は行為に係る経費 

⑹ 政治活動に係る経費 

⑺ その他まちの元気応援事業に適さないと

認められる経費 

 

対象経費

の２分の

１以内と

し、上限

10 万円と

する。 

 

ま ち の

元 気 ス

テ ッ プ

ア ッ プ

支 援 部

門 

まちの元気支援部

門の助成対象事業

で、クラウドファ

ンディングを活用

して更なる資金調

達を行う事業 

 

 

 

下記の経費で市が認める範囲とする。 

⑴ 仲介事業者に支払う手数料 

⑵ クラウドファンディング募集の宣伝に係

る経費 

⑶ その他市長が認めるもの 

対象経費

の 10分の

10 以内と

し、上限

10 万円と

する。 

 

新 商 品

開 発 チ

ャ レ ン

ジ部門 

クラウドファンデ

ィングを活用して

資金調達し、新商

品を開発製造する

事業であって、申

請者自らが商品の

販売を行う事業 

下記の経費で市が認める範囲とする。 

⑴ 仲介事業者に支払う手数料 

⑵ クラウドファンディング募集の宣伝に係

る経費 

⑶ その他市長が認めるもの 

対象経費

の 10分の

10 以内と

し、上限

20 万円と

する。 

 

※クラウドファンディングとは、インターネットを介して、不特定多数の者から資金を調

達する仕組みをいう。 

※仲介事業者とは、クラウドファンディングによる資金調達のための環境を提供する事業

者をいう。 



６．応募方法 

 （１）担当窓口  

    〒509-4292 飛騨市古川町本町 2-22 

飛騨市役所  商工観光部  まちづくり観光課  資源係 

 （２）提出書類 

    ・補助金交付申請書  

    ・飛騨市まちの元気応援事業プラン概要書 その１～その３ 

      ＊その４はクラウドファンディングを活用する場合提出  

    ・その他添付資料（必要に応じて）  

 （３）注意事項等 

    ・申込書の記入支援や事業プランのアドバイスなどは「飛騨市まちづくり拠点

node」でも行いますのでお気軽にご利用ください。  

    ・提出された応募申込書一式は返却しません。  

 

７．その他 

 ・飛騨市まちの元気応援事業を実施する場合には、「飛騨市補助金交付規則」 

及び「飛騨市まちの元気応援事業助成金交付要綱」を遵守してください。  

 ・事業完了後に報告書を作成していただく他、動画やポスター等により、市民へ事業の

報告をしていただきます。成功事例のみでなく、失敗事例も発表してもらいます。う

まくいかなかった部分やその理由などを報告することで、次のまちづくりに活かすた

めです。 

 ・事業内容等について、飛騨市のホームページ、広報等に掲載します。  

 ・この申請により、事業に必要な会場等の確保を約束するものではありません。各自で

責任を持って予約を行ってください。 

 

８．お問い合わせ先・応募申込書提出先  

 お問い合わせや各書類の提出先は次のとおりです。  

 

  〒５０９－４２９２   

岐阜県飛騨市古川町本町２番２２号  

    飛騨市役所 商工観光部 まちづくり観光課 資源係 

     電話 ０５７７－７３－７４６３  

FAX ０５７７－７３－６８６６ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  まちづくり活動に関する相談や事務支援などは「飛騨市まちづくり拠点 node」でも受

け付けています。是非お気軽にご利用ください。 

 

   〒５０９－４２２４   

岐阜県飛騨市古川町殿町８番１７号（旧観光協会事務所）  

    飛騨市まちづくり拠点 node（ノード） 

     電話 ０５７７－６２－９７９７  

     開館時間：１０時～１９時（月、火、金） 

          １０時～１７時（土・日）  

     定 休 日：水、木  

     そ の 他：ＳＮＳでも随時情報を発信していますのでご覧ください  


